
 

 

平成３０年度能美市補正予算書 
― 平成３０年９月２１日議決分 ― 

 

 

一般会計（第２号） 

特別会計 

   国民健康保険特別会計（第１号） 

後期高齢者医療特別会計（第１号） 

   介護保険特別会計（第１号） 

 企業会計 

 水道事業会計（第１号） 

 公共下水道事業会計（第１号） 

国民健康保険能美市立病院事業会計（第２号） 

 



                                                     （能美市一般会計） 
 

‐ 1 ‐

 議案第６５号  
 

平成３０年度能美市一般会計補正予算（第２号） 

 
平成３０年度能美市の一般会計の補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

 
 

  （歳入歳出予算の補正） 
 第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ８００，０００千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ     

２３，４９０，０００千円とする。 
２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」

による。 
 

（債務負担行為の補正） 
第２条 債務負担行為の追加は、「第２表 債務負担行為補正」による。 

 
（地方債の補正） 

第３条 地方債の変更は、「第３表 地方債補正」による。 
 

 
     平成３０年９月３日提出 
 
                                       能美市長  井 出 敏 朗 



第　１　表　　歳　入　歳　出　予　算　補　正

     （歳　入） (単位：千円)

款 項 補  正  前  の  額 補  　正 　 額 計

14 国庫支出金 ２，５６６，１５９ １，０２７ ２，５６７，１８６

1 国庫負担金 １，５２４，６２２ １，０２７ １，５２５，６４９

15 県 支 出 金 １，０３９，８４５ １，４４７ １，０４１，２９２

1 県 負 担 金 ６６７，１２０ ５１３ ６６７，６３３

2 県 補 助 金 ２６７，１２３ ４３４ ２６７，５５７

3 県 委 託 金 １０５，６０２ ５００ １０６，１０２

16 財 産 収 入 １９，９４２ ８，５００ ２８，４４２

2 財産売払収入 ２，００１ ８，５００ １０，５０１

17 寄 附 金 ５０，７３５ ２，２８０ ５３，０１５

1 寄 附 金 ５０，７３５ ２，２８０ ５３，０１５

19 繰 越 金 ８６，５７４ ９２，８１０ １７９，３８４

1 繰 越 金 ８６，５７４ ９２，８１０ １７９，３８４

20 諸 収 入 ２７６，３４６ ５０２，８３６ ７７９，１８２

5 雑 入 １９７，１６３ ５０２，８３６ ６９９，９９９

21 市 債 ２，８９１，０００ １９１，１００ ３，０８２，１００

1 市 債 ２，８９１，０００ １９１，１００ ３，０８２，１００

歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計 ２２，６９０，０００ ８００，０００ ２３，４９０，０００

- 2  - (能美市一般会計)



     （歳  出） (単位：千円)

款 項 補  正  前  の  額 補  　正 　 額 計

1 議 会 費 ２１７，１３４ ２，０００ ２１９，１３４

1 議 会 費 ２１７，１３４ ２，０００ ２１９，１３４

2 総 務 費 １，９７８，５４９ １０，５７６ １，９８９，１２５

1 総務管理費 １，６１５，７９９ ５，１７６ １，６２０，９７５

2 徴 税 費 ２４５，８４１ ５，４００ ２５１，２４１

3 民 生 費 ８，１１８，６４２ ４，１５４ ８，１２２，７９６

1 社会福祉費 ３，２６６，１４３ ２，０４０ ３，２６８，１８３

2 児童福祉費 ４，５７６，８０６ ２，１１４ ４，５７８，９２０

5 労 働 費 ２１，０５６ ０ ２１，０５６

1 労 働 諸 費 ２１，０５６ ０ ２１，０５６

6 農林水産業費 ３７４，９２０ １３，７７５ ３８８，６９５

1 農 業 費 ３４１，８９８ １３，７７５ ３５５，６７３

7 商 工 費 ４５７，５９９ ５３９，２３７ ９９６，８３６

1 商 工 費 ４５７，５９９ ５３９，２３７ ９９６，８３６

8 土 木 費 ２，７０８，７０６ １９２，９５８ ２，９０１，６６４

1 土木管理費 １３３，７６１ １，５０８ １３５，２６９

2 道路橋りょう費 ８５０，０７８ １４９，３００ ９９９，３７８

- 3  - (能美市一般会計)



(単位：千円)

款 項 補  正  前  の  額 補  　正 　 額 計

4 都市計画費 １，６３８，３３６ ４２，１５０ １，６８０，４８６

9 消 防 費 ８８９，１５５ １４，８３０ ９０３，９８５

1 消 防 費 ８８９，１５５ １４，８３０ ９０３，９８５

10 教 育 費 ２，５００，６６２ ２１，４７０ ２，５２２，１３２

1 教育総務費 ３３４，７５０ ７，８６５ ３４２，６１５

2 小 学 校 費 ３４６，５２７ ４５０ ３４６，９７７

3 中 学 校 費 １５６，３３５ ８６ １５６，４２１

4 社会教育費 １，０７６，４８４ ８，９２６ １，０８５，４１０

5 保健体育費 ５８６，５６６ ４，１４３ ５９０，７０９

13 諸 支 出 金 １３９，２０４ １，０００ １４０，２０４

1 基 金 費 １３９，２０４ １，０００ １４０，２０４

歳　　　　　出　　　　　合　　　　　計 ２２，６９０，０００ ８００，０００ ２３，４９０，０００

- 4  - (能美市一般会計)



追加

能美市土地開発公社に対する債務保証 平成３０年度

金融機関が能美市土地開発公社に事業資金２２億円
を貸し付けたことに係る債務保証については、支払
い完了までの期間に対し年利５％以内の割合で算定
される利子相当額を加算した額を限度とする。

第 ２ 表 債 務 負 担 行 為 補 正

事　　　　　項 期　間 限　度　額

- 5 - （能美市一般会計）



変更

限度額 起債の方法 利率 限度額 起債の方法 利率 償還の方法

千円 千円

公共事業等 521,900 525,900

地域活性化事業 10,100 44,200

合併特例事業 700,100 735,200

公共施設等適正管理推進
事業

402,900 404,100

臨時財政対策債 780,000 896,700

計 2,415,000 2,606,100

政府資金については、
その融資条件により、
銀行その他の場合に
は、その債権者と協定
するものとする。ただ
し、市財政の都合によ
り据置期間及び償還期
間を短縮し、もしくは
繰上償還又は低利債に
借換することができ
る。

第　３　表　　地　方　債　補　正

起債の目的
補　　　　　　正　　　　　　前 補　　　　　　正　　　　　　後

償還の方法

普通貸借又
は証券発行

５.０％以
内（ただ
し、利率見
直し方式で
借り入れる
場合は、当
該見直し後
の利率）

政府資金については、
その融資条件により、
銀行その他の場合に
は、その債権者と協定
するものとする。ただ
し、市財政の都合によ
り据置期間及び償還期
間を短縮し、もしくは
繰上償還又は低利債に
借換することができ
る。

普通貸借又
は証券発行

５.０％以
内（ただ
し、利率見
直し方式で
借り入れる
場合は、当
該見直し後
の利率）

- 6 - （能美市一般会計）
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 議案第６６号 

 

 

平成３０年度能美市国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

 

 

平成３０年度能美市の国民健康保険特別会計の補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

 

 

  （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３，５００千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ        

４，７１６，５００千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」

による。 

 

 

     平成３０年９月３日提出 

 

 

                                      能美市長 井 出 敏 朗 

 

 

（能美市国民健康保険特別会計） 



第　１　表　　歳　入　歳　出　予　算　補　正

     （歳　入） (単位：千円)

款 項 補  正  前  の  額 補  　正 　 額 計

7 繰 越 金 １０ ３，５００ ３，５１０

1 繰 越 金 １０ ３，５００ ３，５１０

歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計 ４，７１３，０００ ３，５００ ４，７１６，５００

-  2  - (能美市国民健康保険特別会計) 



     （歳  出） (単位：千円)

款 項 補  正  前  の  額 補  　正 　 額 計

8 諸 支 出 金 １４，１９４ ３，５００ １７，６９４

1 償還金及び還付加算金 ４，３７２ ３，５００ ７，８７２

歳　　　　　出　　　　　合　　　　　計 ４，７１３，０００ ３，５００ ４，７１６，５００

-  3  - (能美市国民健康保険特別会計) 



 - 1 - 

 

 議案第６７号 

 

 

平成３０年度能美市介護保険特別会計補正予算（第１号） 

 

 

平成３０年度能美市の介護保険特別会計の補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

 

 

  （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５９，８００千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ       

４，２６０，１００千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」

による。 

 

 

  

     平成３０年９月３日提出 

 

                                      能美市長 井 出 敏 朗 

 

 

 

（能美市介護保険特別会計）

計 



第　１　表　　歳　入　歳　出　予　算　補　正

     （歳　入） (単位：千円)

款 項 補  正  前  の  額 補  　正 　 額 計

8 繰 入 金 ６０６，２４８ １，９５０ ６０８，１９８

1 一般会計繰入金 ６０６，２４８ １，９５０ ６０８，１９８

9 繰 越 金 ３０ ５７，８５０ ５７，８８０

1 繰 越 金 ３０ ５７，８５０ ５７，８８０

歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計 ４，２００，３００ ５９，８００ ４，２６０，１００

-  2  - (能美市介護保険特別会計) 



     （歳  出） (単位：千円)

款 項 補  正  前  の  額 補  　正 　 額 計

1 総 務 費 ６４，４６５ １，９５０ ６６，４１５

1 総務管理費 ２９，７９７ １，９５０ ３１，７４７

7 諸 支 出 金 ８１５ ５７，８５０ ５８，６６５

1 償還金及び還付加算金 ８１５ ５７，８５０ ５８，６６５

歳　　　　　出　　　　　合　　　　　計 ４，２００，３００ ５９，８００ ４，２６０，１００

-  3  - (能美市介護保険特別会計) 



－ 1 － （能美市水道事業会計）

　　　議案第６８号

　　　　　 　　　　　　　　平成３０年度能美市水道事業会計補正予算（第１号）

　　　第１条　平成３０年度能美市水道事業会計の補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

　　　第２条　平成３０年度能美市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第４条に定めた資本的収入及び支出の予定額を

　　　　次のとおり補正する。

　　　（既決予定額） 　　　（補正予定額） 　　（　　計　　）

第１款　資本的収入 ３３７，３００千円 　３５，９００千円 ３７３，２００千円

　第１項　企業債 ３１１，３００千円 　２８，０００千円 ３３９，３００千円

　第２項　工事負担金 　　７，６００千円 　　７，９００千円 　１５，５００千円

第１款　資本的支出 ７００，８００千円 　３５，９００千円 ７３６，７００千円

　第１項　建設改良費 ３６８，２００千円 　３５，９００千円 ４０４，１００千円

　　　（科　　目）

　収　　　　　入

　支　　　　　出



－ 2 － （能美市水道事業会計）

　　　第３条　予算第５条に定めた起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法を次のように改める。

限度額 起債の方法 利率 償還の方法 限度額 起債の方法 利率 償還の方法

千円 千円

　　８，５００ 　　８，５００

１９０，５００ １９０，５００

１１２，３００ １４０，３００

平成３０年９月３日提出

能美市長　井　出　敏　朗

配水管改良事業

施 設 改 良 事 業

起債の目的
補　　正　　前 補　　正　　後

配水施設拡張事業

普通賃借又は
証書借入

　借入時期は平
成３０年度とす
る。ただし、工
事の進捗状況等
により起債の全
部又は一部を翌
年度に繰り越し
て借り入れるこ
とができる。

年５．０％以内
（ただし、利率
見直し方式で借
り入れる場合
は、当該見直し
後の利率）

　政府資金につ
いては、その融
資条件により、
銀行その他の場
合には、その債
権者と協定する
ものとする。た
だし、市財政の
都合により据置
期間及び償還期
間を短縮し、も
しくは繰上償還
又は低利債に借
換することがで
きる。

普通賃借又は
証書借入

　借入時期は平
成３０年度とす
る。ただし、工
事の進捗状況等
により起債の全
部又は一部を翌
年度に繰り越し
て借り入れるこ
とができる。

年５．０％以内
（ただし、利率
見直し方式で借
り入れる場合
は、当該見直し
後の利率）

　政府資金につ
いては、その融
資条件により、
銀行その他の場
合には、その債
権者と協定する
ものとする。た
だし、市財政の
都合により据置
期間及び償還期
間を短縮し、も
しくは繰上償還
又は低利債に借
換することがで
きる。



－ 1 － （能美市公共下水道事業会計）

　　　議案第６９号

　　　　　 　　　　　　　　平成３０年度能美市公共下水道水道事業会計補正予算（第１号）

　　　第１条　平成３０年度能美市公共下水道事業会計の補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

　　　第２条　平成３０年度能美市公共下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第３条に定めた収益的支出の予定額を次の

　　　　とおり補正する。

　　　（既決予定額） 　　　（補正予定額） 　　（　　計　　）

第１款　下水道事業費用 １，６４０，４００千円 　　２，８００千円 １，６４３，２００千円

　第１項　営業費用        　　１，３１２，９００千円 　　２，８００千円 １，３１５，７００千円

平成３０年９月３日提出

能美市長　井　出　敏　朗

　　　（科　　目）

　支　　　　　出



―  1  ―              （能美市立病院事業会計） 

 

議案第７０号 

平成３０年度国民健康保険能美市立病院事業会計補正予算（第２号） 
 

平成３０年度国民健康保険能美市立病院事業会計の補正予算（第２号）は次に定めるところによる。 

 

（資本的収入及び支出） 

第１条 平成３０年度国民健康保険能美市立病院事業会計予算に定めた第４条資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

 

（科 目）              （即決額）        （補正予定額）          （計）  

第２款 介護老人保健施設事業資本的収入        １千円        ３００千円           ３０１千円 

第１項 寄附金                   １千円        ３００千円           ３０１千円 

第２款 介護老人保健施設事業資本的支出   ４８，６７０千円        ３００千円        ４８，９７０千円 

 第１項 建設改良費             ２，２００千円        ３００千円         ２，５００千円 
 
 

 平成３０年９月３日 提出 

                                 能美市長 井 出 敏 朗 


